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令和８年１月三芳町農業委員会総会議事録 

 

1.開催日時 令和８年１月２６日（月） 午後３時００分～午後４時００分 

 

2.開催場所 三芳町役場 ２０１会議室 

 

3.出席委員 1２人 

会長            長谷川 清行 

会長職務代理      古寺 貞雄 

委員            島田 裕康 

               矢島 秀信 

               鈴木 浩之 

               塩野 智恵 

               武田 修二 

               鈴木 孝史 

               鈴木 浩 

               髙山 誠二 

               井田 周 

                田中 義行 

 

 

4.議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 会議書記の指名 

 

 

議案第１０２号、１、農用地利用集積等促進計画案の作成について 

議案第１０３号、１、農地法第３条の規定による農地所有権移転申請に対する審査の件 

議案第１０４号、１、農地法第５条の規定による農地転用許可申請に対する意見具申の件 

議案第１０５号、１、相続税の納税猶予に関する適格者証明書の件 

報告第９５号、１、農用地利用集積等促進計画の認可の件（報告） 

報告第９４号、1、農地法施行規則第２９条第１項第２１号の規定による農地の試掘調査の件（報

告） 

 

 

５．農業委員会事務局職員 

事務局長 三浦 康晴  事務局次長 大久保 淳  主   幹 江田 直也 

主   事 三浦 涼太  主 事 補  清水 大輝 
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６．会議の概要 

 

会長 それでは、三芳町農業委員会総会会議規則第６条により、出席委員が過半数に達

しておりますので、ただいまより総会を開催いたします。 

  本日の議事における、議事録署名委員の指名については、議事録署名委員に鈴

木浩之委員、塩野智恵委員を選任します。本日の議事における、会議書記には農

業委員会事務局の清水主事補を指名いたします。それでは、本日の提出議案案

件について、事務局より概要説明を求めます。 

 

事務局  議案第１０２号、１、農用地利用集積等促進計画案の作成について、別紙のとおり 

議案第１０３号、１、農地法第３条の規定による農地所有権移転申請に対する審 

査の件、別紙のとおり 

議案第１０４号、１、農地法第５条の規定による農地転用許可申請に対する意見

具申の件、別紙のとおり 

議案第１０４号、１、農地法第５条の規定による農地転用許可申請に対する意見

具申の件、別紙のとおり 

議案第１０５号、１、相続税の納税猶予に関する適格者証明書の件、別紙のとおり 

報告第９５号、1、農用地利用集積等促進計画の認可の件（報告）、別紙のとおり 

報告第９６号、1、農地法施行規則第２９条第１項第２１号の規定による農地の試

掘調査の件（報告）、別紙のとおり 

 

 令和８年１月２６日提出  

 三芳町農業委員会 会長 長谷川 清行  

 以上でございます。 

 

会長 議案第１０２号番号１について、〇〇委員が関係者となりますので一時退席をお願

いします。 

 議案第１０２号番号１について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 １ページをご覧ください。 

 議案第１０２号は、農用地利用集積等促進計画案の作成の件となっております。町

が農用地利用集積等促進計画を定める際は、農業委員会から意見を聞くことが

適当であるとされているため、三芳町より意見聴取の依頼を受けております。 

 番号１につきましては、 

 所在が〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○の計３筆となります。 

 所在につきましては、２ページから３ページまでの案内図、公図の写しをご覧くだ

さい。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑であり、農振地域となります。 

 面積は上から９７㎡、４３㎡、５１７㎡の計６５７㎡であり、権利が使用貸借権の設定

です。 

 貸人が〇〇○○、〇〇○○ 

転貸人が〇〇○○、〇〇○○ 
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 借人が〇〇○○、〇〇○○ 

権利の始期と終期ですが、 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間となります。 

なお、新規の利用権設定となります。 

次に農用地利用集積等促進計画書に基づいて借人についてご説明します。 

機械は、耕耘機１台、トラック１台などを所有しており、農業を営む環境にあると判

断します。労働力は申請者のみとなっています。 

主たる経営作物は、さつまいも、にんじん、そら豆となります。 

事務局からは以上です。 

 

会長 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

１番委員 現地はきれいに管理された畑でした。 

また借人は該当地の付近に住まわれており、２０数年前より、本案件の貸人の指

導の下、貸人の畑で農作業を行っていたとのことです。今回借りる予定の畑では、

さつまいもの作付けを計画されているとのことです。一生懸命計画も立てている

方なので、問題ないかと思われます。よろしくお願いします。  

  

会長 議案第１０２号番号１について何か意見ございませんか。 

 異議なしの声がでましたので議案第１０２号番号１は意見無しとします。 

議案第１０２号番号１について、審議が終了しました。〇〇委員に席にお戻りいただ

きます。事務局よりお伝えください。 

 議案第１０２号番号２について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 再度１ページをご覧ください。 

番号２につきましては、 

所在が〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○の計３筆となります。所在につきましては、

４ページから６ページまでの案内図、公図の写しをご覧ください。 

登記簿地目、現況地目ともに畑であり、農振農用地となります。 

面積は上から６８７㎡、６８㎡、７４３㎡の計１，４９８㎡であり、権利が賃借権の設定

です。 

貸人が〇〇○○、〇〇○○ 

転貸人は番号１と同一のため省略いたします。 

借人が〇〇○○、〇〇○○ 

権利の始期と終期ですが、 

令和８年４月１日から令和１４年３月３１日までの６年間となります。 

なお、新規の利用権設定となります。 

次に農用地利用集積等促進計画書に基づいて借人についてご説明します。 

機械は、耕耘機２台、トラクター２台などを所有しており、農業を営む環境にあると

判断します。労働力は申請者含め３名となっています。 

主たる経営作物は、枝豆、里芋、ブロッコリーとなります。 

事務局からは以上です。 



 

4 

 

会長 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

１２番委員 現地確認をしたところ、綺麗に管理されている畑でした。また遡ること１２月１７日に

役場で、貸人、借人、農業委員、事務局でお会いしました。借人は借りる予定の畑

の隣接に約３反畑を所有しておりまして、自宅からは車で約１分程で着ける距離に

あるとのことです。作付けは、枝豆、里芋、葉物などで、出荷先は〇〇○○、〇〇

○○などに出しているそうです。問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

会長 議案第１０２号番号２について何か意見ございませんか。 

 異議なしの声がでましたので議案第１０２号番号２は意見無しとします。 

 議案第１０２号番号３、番号４、番号５について、借人が同一のため一括で事務局よ

り説明をお願いします。 

 

事務局 ７ページをご覧ください。 

番号３、番号４、番号５につきまして、 

番号３の所在は〇〇○○、〇〇○○の２筆 

番号４の所在は〇〇○○、〇〇○○の２筆 

番号５の所在は〇〇○○の１筆の計５筆となります。 

所在につきましては、８ページから１５ページまでの案内図、公図の写しをご覧くだ

さい。 

登記簿地目、現況地目ともに畑であり、農振農用地となります。 

面積は上から４，９０３㎡、５５１㎡、１，２７２㎡のうち１，２３８.４２㎡、１，９７７㎡、１，１

７１㎡の計９，８４０.４２㎡であり、 

番号３及び番号５権利が使用貸借権の設定 

番号４の権利は賃借権の設定です。 

番号３の貸人は〇〇○○、〇〇○○ 

番号４の貸人は〇〇○○、〇〇○○ 

番号５の貸人は〇〇○○、〇〇○○ 

転貸人は番号１と同一のため省略いたします。 

借人が〇〇○○、〇〇○○ 

権利の始期と終期ですが、 

番号３及び４については 

令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までの２年間となり、番号５については 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間となります。 

なお、新規の利用権設定となります。 

次に農用地利用集積等促進計画書に基づいて借人についてご説明します。 

機械は、耕耘機３台、トラクター３台、コンバイン１台などを所有しており、農業を営

む環境にあると判断します。労働力は申請者含め２名となっています。 

主たる経営作物は、にんじん、小麦、大豆、里芋、かんしょ、小松菜となります。 

事務局からは以上です。 
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会長 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

２番委員 まず番号３ですが、現地は収穫後の後片付けを行っているような状態でした。若

干草が目立つ印象を受けましたが、管理はされておりました。 

次に番号４ですが、収穫後耕耘し、麦が植えられているような状況でしたので、特

に問題はないかと思われます。よろしくお願いします。 

 

１３番委員 続いて番号５ですが、西洋野菜が少し残っている箇所と夏野菜の後片付けを行っ

ているような状況でした。借人は〇〇○○でも大規模に農業を行っている方です

ので、問題ないかと思われます。よろしくお願いします。 

 

会長 議案第１０２号番号３、番号４、番号５について何か意見ございませんか。 

 異議なしの声がでましたので議案第１０２号番号３、番号４、番号５は意見無しとし

ます。 

 議案第１０２号番号６について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 １６ページをご覧ください。 

番号６につきましては、 

所在が〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○

○、〇〇○○の計８筆となります。 

所在につきましては、１７ページから２１ページまでの案内図、公図の写しをご覧く

ださい。 

登記簿地目、現況地目ともに畑であり、農振農用地となります。 

面積は上から１，５１３㎡のうち４７９㎡、１，１５８㎡、１，２８６㎡、８８０㎡のうち８１４㎡、

１，０４２㎡、２，２８４㎡、２，９０２㎡、３，４４６㎡のうち１，１１８㎡の計１１，０８３㎡であ

り、権利が使用貸借権の設定です。 

貸人が〇〇○○、〇〇○○ 

転貸人は番号１と同一のため省略いたします。 

借人が〇〇○○、〇〇○○ 

権利の始期と終期ですが、令和８年４月１日から令和１８年３月３１日までの１０年間

となります。 

なお、新規の利用権設定となります。 

次に農用地利用集積等促進計画書に基づいて借人についてご説明します。 

機械は、耕耘機１３台、トラクター１０台、もみすり機１台、乾燥機３台、コンバイン４

台、トラック６台などをリースしており、農業を営む環境にあると判断します。労働

力は申請者含め５名となっています。主たる経営作物は、そばとなります。 

事務局からは以上です。 

 

会長 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

１１番委員 まず貸人についてですが、相続人代表である奥様にお話しをお伺いしました。 

被相続人はよく農業をされていた方でしたが、突如お亡くなりになられたというこ
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とでした。元々綺麗に管理されている方でしたので、農地についても草一本生え

ていないような綺麗な農地でした。また借人につきましても、当地区で大規模に行

われている方ですので何ら問題ないと思います。慎重審議よろしくお願いします。 

 

会長 議案第１０２号番号６について何か意見ございませんか。 

 異議なしの声がでましたので、議案第１０２号番号６は意見無しとします。 

 議案第１０２号番号７について、事務局より説明をお願いします。 

  

事務局 ２２ページをご覧ください。 

番号７につきましては、 

所在が〇〇○○から〇〇○○までの計２６筆となります。所在につきましては、２３

ページから３９ページまでの案内図、公図の写しをご覧ください。 

登記簿地目、現況地目ともに畑であり、農振農用地が２５筆、農振地域が１筆とな

ります。 

面積は合計３８，０９３㎡であり、権利が使用貸借権の設定です。 

再転貸のため貸人は省略します。 

転貸人は番号１と同一のため省略いたします。 

借人が〇〇○○、〇〇○○ 

権利の始期と終期ですが、始期は全て令和８年４月１日からとなりますが、終期に

ついては以前の終期を引き継ぐため筆ごとに異なっております。 

２筆は令和１５年３月３１日までの７年間 

１筆は令和１４年５月３１日までの６年２カ月間 

残りの２３筆は令和１２年９月３０日までの４年６カ月間となります。 

なお、新規の利用権設定となります。 

次に農用地利用集積等促進計画書に基づいて借人についてご説明します。 

機械は、耕耘機１台、トラクター１台、もみすり機１台、乾燥機１台、コンバイン１台、ト

ラック２台などをリースする予定であり、農業を営む環境にあると判断します。主た

る農業従事者は申請者のみとなっていますが、臨時雇用労働力が年間延べ労働

日数７２人日となっております。主たる経営作物は、そばとなります。 

事務局からは以上です。 

 

会長 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

２番委員  私の方では、〇〇○○に係る約２８,０００㎡程度について説明いたします。 

先日現地確認をしたところ、そばの切り株が残っているような状況で大変綺麗に

なっておりました。問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

５番委員 では〇〇○○分については私の方から説明いたします。 

畑については、〇〇○○の畑と同じように秋そばの収穫の後が残るくらいで、綺

麗に管理がされておりました。場所についてもまとまりがあり、利用しやすいと思

われます。また借人についてですが、新規就農ということで、〇〇○○で話を伺っ

ております。というのも、借人は〇〇○○の従業員であり、５年ほどお勤めされて
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いたそうです。そのため、そばの栽培から収穫に至るまでの一連の流れはわかっ

ていらっしゃいます。また明日の担い手塾においても農業法人コースで研修を受

けられていて、2年のところを 1年で卒業見込みとのことです。 

資金計画、作付計画共に問題ない方だと思います。またこの方は現在〇〇○○に

住んでおりますが、現在も毎日通われています。近い将来は町内に転居したいそ

うですが、現在は準備等もあるため、引き続き〇〇○○から通われるとのことです。 

１人でやっていくのですが、今後は〇〇○○とも協力して、機械のリースや繁忙期

の人材確保等行っていくそうです。問題ないと思いますが、慎重審議お願いいた

します。 

  

会長 議案第１０２号番号７について何か意見ございませんか。 

 異議なしの声がでましたので議案第１０２号番号７は意見無しとします。 

 議案第１０３号番号１について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 ４０ページをご覧ください。 

議案第１０３号は、農地法第３条の規定による許可申請の件となります。 

番号１につきましては、権利が所有権の移転となっております。 

所在が〇〇○○の１筆となっております。 

所在につきましては、４１ページから４２ページの案内図、公図の写しをご覧くださ

い。 

登記簿地目、現況地目ともに畑であり、農振農用地となっております。 

面積は９０９㎡となっております。 

譲渡人は〇〇○○、〇〇○○ 

譲受人は〇〇○○、〇〇○○ 

となっております。 

譲渡人の経営面積は４，９８９.５５㎡、 

譲受人の経営面積は５，９１１.００㎡ 

となります。 

続いて許可要件について説明いたします。 

まず、農地をすべて効率的に利用しなければならない、という全部効率利用要件

について、〇〇○○さんは、トラクター１台、耕耘機１台、シーダーマルチ１台、動噴

器１台などを所有しており、今後軽トラックを導入予定ということで、農業を営む環

境にあると申請書より判断しております。 

労働力は、申請者のみと記載されておりますが、１名増員予定とのことです。 

主たる経営作物は、にんじんとなっております。 

また、農作業の従事要件、年間１５０日以上の従事要件についてですが、申請書に

よりますと満たしております。 

事務局からは以上です。 

 

会長 地元委員より補足説明をお願いします。 
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３番委員 先日現地確認を行いましたところ、綺麗に管理されておりました。また隣接農地を

譲受人の方が所有されておりますので、利用の効率性があるものと考えます。 

また、昨年の１１月に、譲受人、農業委員、事務局でお話しをお伺いしたところ、息

子が農業以外の大学ではありますが、今春卒業予定とのことで、今後は就農する

計画であると伺いました。まずは、農業大学校や指導農家の下学び、将来的には

農業で生活をしていきたいと考えているそうです。また出荷についても、地元の出

荷組合とも関わりがあるので、いずれ仲間に入れてもらいたいというお話をお伺

いしていることから、今後の計画についても現実性があると思われます。 

問題ないと思われますが、慎重審議お願いいたします。 

 

会長 議案第１０３号番号１について何か意見ございませんか。 

 異議なしの声がでましたので、許可とします。 

 議案第１０４号番号１について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 ４３ページをご覧ください。 

議案第１０４号は農地法第５条の規定による農地転用許可申請の件となっておりま

す。番号１につきましては、権利が使用貸借権の設定となっております。 

所在が〇〇○○、〇〇○○の計２筆となります。 

所在につきましては、４４ページから４５ページまでの案内図、公図の写しをご覧く

ださい。 

登記簿地目、現況地目ともに畑であり、 

面積は上から３６９㎡、１４㎡の計３８３㎡となっております。 

貸人が〇〇○○、〇〇○○ 

借人が〇〇○○、〇〇○○ 

申請事由が、分家住宅となっております。 

詳しい土地の選定理由ですが、申請者は現在〇〇○○の借家で生活しており、

小学生の子が２人いるとのことです。借家では子供部屋を用意できず、集中して

勉強に取り組める環境を整えられず、戸建てへの引越しを検討しておりましたが、

適地が見つからず両親に相談したところ、実家の隣地にある農地への建築を了承

してもらえたため申請に至ったとのことです。 

詳しい土地利用計画図、平面図・立面図、断面図につきましては、４６ページから５

０ページをご覧ください。 

続きまして、５１ページの許可基準に基づきましてご説明いたします。 

こちら立地基準としては、２管２施設という基準があり、これを満たすため、第３種

農地と判断しております。今回は水道管、下水道管の２管、そして南西方向に〇〇

○○及び〇〇○○の２施設がございます。この基準を満たしているため第３種農

地と判断しております。 

また、一般基準についてご説明いたします。 

資力および信用についてや申請後速やかに事業を実施する見込みがあるかどう

か、などア～キについての基準について、添付の資料から支障がないと考えており

ます。 

次に周辺の農地に係る営農条件についてもア～エの基準について、申請書添付
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資料などで確認しておりまして、支障はないと考えております。また、地域の効率

的、総合的な農地利用へ支障がないかどうか、につきましてもア～ウの基準につ

いて、三芳町観光産業課農業振興担当と協議の上、地域計画、及び三芳町農業

振興地域整備計画への影響がないことを確認しております。 

事務局からは以上です。 

 

会長 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

１３番委員 現地確認と聞き取りを行いました。現地は今まで自家消費分の野菜を作付けして

おりましたが、現在は特に作付けされていない様子でした。 

また今回の計画では元の農地の半分以下くらいを利用されて住宅を建てるとのこ

とで、残りについては引き続き農地として作付け管理を行う予定と伺っております。

計画によると特に周りに与える影響も無いものと思われますので、問題無いと思

います。よろしくお願いします。 

 

会長 議案第１０４号番号１について何か意見ございませんか。 

異議なしの声がでましたので、許可相当とします。 

議案第１０５号番号１について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 ５２ページをご覧ください。 

議案第１０５号番号１につきましては、相続税の納税猶予に関する適格者証明書の

件となります。 

所在が〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○の計５筆となってお

ります。 

所在につきましては、５３ページから６０ページの案内図、公図の写しをご覧くださ

い。登記簿地目、現況地目ともに畑となっており、全筆農振農用地です。 

面積は上から３，７７６㎡、４，００５㎡、４，２９４㎡、２，１１４㎡、３，６４２㎡の計１７,８

３１㎡となっております。 

被相続人が、〇〇○○、〇〇○○ 

相続人が、〇〇○○、〇〇○○ 

となっております。 

納税猶予区分は、相続税で、相続開始年月日は令和７年４月２２日となっておりま

す。被相続人は、亡くなる日まで農業を営んでおり、相続人は、引き続き農業経営

を行っていくことを確認しており、申請書や台帳、現地確認の結果、要件を満たし

ていると考えます。 

事務局からは以上です。 

 

会長 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

１１番委員 相続人についてですが、若い時から農業一本で一生懸命にやられている方です。

また現地についても、小松菜を作付けされており、しっかりと管理がされている様

子でした。問題ないと思います。よろしくお願いします。 
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会長 議案第１０５号番号１について何か意見ございませんか。 

異議なしの声がでましたので、適格者とします。 

これよりは報告案件となります、事務局より報告をお願いします。 

 

事務局 ６１ページをご覧ください。 

報告第９５号は、農用地利用集積等促進計画の認可の件となっております。 

この案件は、令和７年１０月の総会にて農地中間管理機構を通しての貸し借りを行

う件で審議を行い、決定をいただきました。その後、農地中間管理機構から借り受

ける方が決定し、県から認可の上、公告がなされたことについて、農業委員会あて

に通知がありましたのでこの場でご報告するものです。 

番号１につきましては、所在が〇〇○○の１筆となります。 

所在につきましては、６２ページから６３ページまでの案内図、公図の写しをご覧く

ださい。登記簿地目、現況地目ともに畑であり、農振農用地となります。 

面積は１，６８０㎡であり、権利が使用貸借権の設定です。 

貸人が、〇〇○○、〇〇○○ 

借人が、〇〇○○、〇〇○○ 

権利の始期と終期ですが、 

令和８年１月１日から令和１７年１２月３１日までの１０年間となります。 

 

番号２につきましては、所在が〇〇○○の１筆となります。 

所在につきましては、６４ページから６５ページまでの案内図、公図の写しをご覧く

ださい。 

登記簿地目、現況地目ともに畑であり、農振農用地となります。 

面積は２，１８４㎡であり、権利が賃借権の設定です。 

貸人は、番号１と同一のため省略します。 

借人が、〇〇○○、〇〇○○ 

権利の始期と終期ですが、 

令和８年１月１日から令和１３年１２月３１日までの６年間となります。 

公告日は番号１、番号２ともに令和７年１２月２５日となります。 

 

続きまして６６ページをご覧ください。 

報告第９６号は、三芳町教育委員会より提出された、農地法施行規則第２９条第１

項第２１号の規定による農地の試掘調査に関する報告の件となります。 

農地法施行規則第２９条は、農地の転用のための権利移動の制限の例外となりま

す。ここで定める事項は例外的に農地転用許可を要しないこととなっており、本案

件は、農地法施行規則第２９条第１項第２１号に当たり、「地方公共団体が文化財

保護法第九十九条第一項の規定による土地の発掘（同法第九十二条第一項に規

定する埋蔵文化財の有無の確認又は埋蔵文化財を包蔵する土地の範囲、内容そ

の他の事項の把握を行うことを目的とした土地の試掘に係るものに限る。）を行う

ため、農地を一時的に農地外のものにする場合」に合致するため、農地転用許可

は要らず、報告のみとなります。 
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番号１の所在が〇〇○○、〇〇○○の計２筆となっております。所在につきまして

は、６７ページの案内図をご覧ください。 

登記簿地目、現況地目ともに畑となっております。 

面積は上から１，２７８㎡、４２２㎡の計１，７００㎡となっております。 

なお、詳しい土地利用計画につきましては、６８ページの掘削図をご覧ください。 

試掘調査期間は、令和７年１２月２６日から令和８年３月３１日の予定となっており、

掘削方法は、深さ１ｍから３ｍのトレンチを２本掘削予定であり、トレンチ面積は２２

０㎡となります。 

被害防除方法は、試掘調査をする敷地外周にロープやネット等で囲いをするとの

ことです。 

 

再度６６ページをご覧ください。 

番号２の所在が〇〇○○の１筆となっております。 

所在につきましては、６９ページの案内図をご覧ください。 

登記簿地目、現況地目ともに畑となっております。 

面積は２３３㎡となっております。 

なお、詳しい土地利用計画につきましては、７０ページの土地利用計画図をご覧く

ださい。試掘調査期間は、令和７年１２月１５日から令和８年１月６日となっており、

掘削方法は、深さ１ｍから３ｍのトレンチを１本掘削予定であり、トレンチ面積は２０

㎡となります。 

被害防除方法は、試掘調査をする敷地外周にロープやネット等で囲いをするとの

ことです。 

事務局からは以上です。 

 

会長 以上で、本日の提出議案はすべて終了しました。 

最後に、事務局に申し伝えます。本日すべての議事が議決となりました。 

議案の議決文を作成し、本日の議案書とともに保管してください。 

 

 

 

上記会議の顛末に相違がないことを証明するため、署名する。 

 令和  ８  年 ２ 月 ２５ 日 

 

       議長      長谷川 清行 

 

         署名委員   鈴木 浩之 

 

署名委員   塩野 智恵 


